
総社市告示第１１９号 

 

総社市建築物エネルギー消費性能適合性判定等実施要綱（平成２９年総社市告示第５２号）の一部を次のように改正する。 

 

令和６年１１月１日 

 

総社市長 片 岡 聡 一 

 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）を当該改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

 

改 正 後 改 正 前 

 

（完了検査申請書に添付する書類） 

第５条 建築基準法第７条第１項若しくは第７条の２第１項の規定による

検査の申請又は同法第１８条第２０項の規定による通知（以下「完了検査

申請等」という。）をしようとする特定建築物の建築主は，完了検査申請

等に係る建築物の建築物エネルギー消費性能確保計画に施行規則第３条

に該当する軽微な変更があった場合は，建築基準法施行規則（昭和２５年

建設省令第４０号）第４条第１項第５号（同規則第４条の４の２及び第８

条の２第１３項において準用する場合を含む。）に規定する書類の一部と

して，次の各号に掲げる変更の場合に応じ，それぞれ当該各号に定める図

書を建築主事又は建築副主事（次項において「建築主事等」という。）に

提出しなければならない。 

(１)～(３) 略 

２ 完了検査申請等をしようとする特定建築物の建築主は，建築物エネルギ

ー消費性能基準に係る工事監理の状況を記載した省エネ基準工事監理報

告書を建築主事等に提出しなければならない。 

 

 

（完了検査申請書に添付する書類） 

第５条 建築基準法第７条第１項若しくは第７条の２第１項の規定による

検査の申請又は同法第１８条第１６項の規定による通知（以下「完了検査

申請等」という。）をしようとする特定建築物の建築主は，完了検査申請

等に係る建築物の建築物エネルギー消費性能確保計画に施行規則第３条

に該当する軽微な変更があった場合は，建築基準法施行規則（昭和２５年

建設省令第４０号）第４条第１項第５号（同規則第４条の４の２及び第８

条の２第１３項において準用する場合を含む。）に規定する書類の一部と

して，次の各号に掲げる変更の場合に応じ，それぞれ当該各号に定める図

書を総社市建築主事に提出しなければならない。 

 

(１)～(３) 略 

２ 完了検査申請等をしようとする特定建築物の建築主は，建築物エネルギ

ー消費性能基準に係る工事監理の状況を記載した省エネ基準工事監理報

告書を総社市建築主事に提出しなければならない。 

 

 

   附 則 

 この告示は，令和６年１１月１日から施行する。 

 


